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休暇の取得期聞が延びる「パパ・ママ育休プラスJ

今

育児休業がとれる期間

発シ i ぐ長
産後休業

；

可
1回の取穫が原則ですが、産後8週以
内に取得Lた場合は、合わせて1年を
超えない鎖国で、再度取得できますよ。
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この聞の 1 年間で育児休業をとれる

．パパもママも活用できる制度！

・短時間勤務制度
会社は、 3歳に満たない子を育てる男女労働

者 が利用できる短時間勤務 制度（1日6時間〉
の措置が義務づけられています。

（育児・介護休業法第23条〉

・所定外労働の制限
3歳に満たない子を育てる男女労働

業の免除を請求できます。
（育児・介種休業法第16条の8)

．時間外労働

、

深夜業の制限
小学校入学前の子を育てる男女労働者は、1 

力月24時間、1年 150時閣を超える残業を制
限する請求や、深夜（午後10時～午前5 時〉
の労働を制限する請求もできます。制限開始日
と終了日を開始日の1カ月前までに申し出ま
す。（育児・介誼休業法第17条、第18条、第19祭、第20条〉

，．旦且・ー・
・子の看護休暇

可c.......i.u!I司圃

小学校入学前の子を育てる男女労働者は、会
社に申し出れば、年次有給休暇とは別に1年に
つき5日まて＼病気やけがをした子の看護や予
防接種、健康診断のために休暇を取得できます。
（子が2人以上の場合年10日）しかし、法律で
は会社が賓金を支払う義務はないため就業規則
や協定書による有給化を一緒に求め ましょう。
（育児・介護休業法第16条〉
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法律はあくまで最低レベル！
法働以上の働きやすい労働条件を

就業規則｜ご盛リ込むためlご

私たちを活用してね。




